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議案第１０９号 

 

 

市の境界変更について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第１項の規定により、上越市と妙高市との

境界を別紙のとおり変更することを新潟県知事に申請するものとする。 

 

 

  令和６年９月２日提出 

 

 

上越市長  中 川 幹 太   
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別紙（変更調書）  

 

妙高市に編入する区域 

 

上越市大字木島字市庵３７６の一部、３７７の一部、４０７の３の一部、４０８から 

４１４までの各一部、４１５、４１６、４１７から４２３までの各一部及びこれらの区域に

隣接介在する道路、水路である公有地の全部並びに３８２から３８５までに隣接する道路、

水路である公有地の全部、６５８の２に隣接する水路である公有地の全部 
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上越市に編入する区域 

  

 妙高市大字上百々字下川原８５１の２、８５２の２の一部、８５３の２の一部、８５４の

１の一部、８５５の１の一部、大字広島字大池８８４から８８６までの各一部、９００、 

９０１の２、９６２の２、１０２８の３の一部、字影村１０２９の４、１１１６、１１１７、

１１９２の１、１１９３の１、１１９４から１１９６まで、字万見１２９３の２、１２９４

の４、１２９４の５及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部並びに

大字上百々字与代４５９、４６０、５３６、５３７に隣接する道路である公有地の全部、大

字広島字大池８８８から８９１までの地先の道路である公有地の全部、８９３、８９７から

８９９までの地先の道路である公有地の全部、字万見１１９８、１２９０から１２９２まで

に隣接する水路である公有地の一部 
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県営経営体育成基盤整備事業（面的集積型）「木島地区」 

市の境界変更 位置図 
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